
受験特別措置検討会（仮称）について（イメージ）

　　 司　法　試　験　委　員　会

　

　　　　　　　・構成　４～５名程度
　　　　　　　　　医学ないし特殊教育の専門家等
　　　　　　　　　司法試験考査委員
　
　　　　　　　・２～３回程度

　　　　　　　・検討事項
　　　　　　　　　○受験特別措置の基準及び運用の在り方
　　　　　　　　　○個別審査体制・方法の構築

　　受験特別措置検討会（仮称）


